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高階為基をめぐって

（
一
五
）

一　
『
頼
政
集
』
所
載
の
贈
答
歌
と
「
殿
上
蔵
人
歌
合
」

　

平
安
時
代
末
期
の
歌
壇
で
活
動
し
た
源
頼
政
の
家
集
の
末
尾
近
く
に
は
、

左
の
贈
答
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。宮
内
庁
書
陵
部
に
蔵
さ
れ
る
桂
宮
本（
函

架
番
号
五
一
一
―
一
五
）
に
拠
り
、
私
に
仮
名
遣
い
を
改
め
濁
点
を
付
し
て

示
そ
う
。

　
　
　
　

甲
斐
大
進
為
碁
も
と
に
故
帥
大
納
言
集
を
尋
に
つ
か
は
し
た
り
し

折
し
も
大
事
な
る
所
労
有
て
人
し
て
か
ゝ
せ
て
つ
か
は
し
け
る

　
　

は
か
な
さ
を
誰
か
は
君
に
か
た
ら
ま
し
む
か
し
の
跡
を
尋
ざ
り
せ
ば

（
頼
政
集
679
）

　
　
　
　

か
へ
し

　
　

あ
り
な
し
を
か
つ
は
か
た
み
に
聞
や
と
て
む
か
し
の
跡
も
尋
ぬ
計
ぞ

（
頼
政
集
680
）

　

679
番
歌
詞
書
の
「
為
碁
」
の
箇
所
は
、
同
系
統
の
Ⅰ
類
本
で
は
「
為
基
」、

別
系
統
の
Ⅱ
類
本
で
は
「
為
基
か
」
と
な
っ
て
お
り
、
桂
宮
本
な
い
し
は
そ

の
祖
本
の
誤
写
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
「
為
基
」
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
高
階
為
基
で
あ
る
こ
と
が
確
実

で
あ
る
。
679
番
歌
は
、
帥
大
納
言
す
な
わ
ち
源
経
信
の
家
集
を
為
基
が
所
持

す
る
こ
と
を
知
っ
て
そ
の
借
覧
を
求
め
て
き
た
頼
政
に
対
し
て
、
折
し
も
重

い
病
に
臥
し
て
い
た
為
基
が
詠
み
送
っ
た
歌
で
、
680
番
歌
は
頼
政
の
返
歌
で

あ
る
。

　

源
経
信
（
一
〇
一
六
～
一
〇
九
七
）
は
後
期
摂
関
時
代
か
ら
院
政
期
初
頭

に
か
け
て
活
動
し
た
貴
族
で
、
後
拾
遺
集
が
成
立
す
る
十
一
世
紀
後
半
に
は
、

和
歌
界
に
重
き
を
な
し
た
。
ま
た
、
管
絃
に
堪
能
な
敦
実
親
王
（
宇
多
天
皇

皇
子
）
を
祖
と
す
る
家
柄
（
宇
多
源
氏
）
に
生
ま
れ
、
琵
琶
に
も
堪
能
で
あ

り
、
漢
詩
文
に
も
手
腕
を
発
揮
し
た
。

　

雅
事
の
面
で
広
く
認
め
ら
れ
、
と
り
わ
け
歌
壇
に
お
い
て
権
威
者
と
し
て

高
く
評
価
さ
れ
た
経
信
の
家
集
を
所
持
し
て
い
た
と
な
れ
ば
、
為
基
自
身
も

和
歌
に
深
い
関
心
を
持
ち
作
歌
に
励
ん
だ
も
の
と
想
像
し
た
く
な
る
が
、
高

階
為
基
の
詠
作
は
現
在
残
る
撰
集
類
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
当
代
に

お
い
て
歌
人
と
し
て
認
め
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
伝
存
す
る
『
殿
上
蔵
人
歌
合
』（
孤
本
）
に

五
首
の
歌
を
残
す
「
為
基
」
が
、
当
該
の
高
階
為
基
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の

歌
合
は
、「
禁
中
月
」「
野
径
月
」「
海
上
月
」「
寄
月
祝
」「
寄
月
恋
」
の
五
題

高
階
為
基
を
め
ぐ
っ
て

中
　
村
　
　
　
文
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（
一
六
）

を
、
範
兼
・
盛
定
・
惟
兼
・
為
基
・
時
信
・
為
盛
の
六
人
の
作
者
が
そ
れ
ぞ

れ
詠
み
、
十
五
番
に
番
え
ら
れ
て
い
る
。
判
者
や
判
詞
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

当
歌
合
に
つ
い
て
は
、
早
く
、
久
曾
神
昇
・
橋
本
不
美
男
・
萩
谷
朴
に
よ
り

詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
作
者
の
五
人
す
べ
て
が
蔵
人
で
あ
っ
た

大
治
五
年
（
一
一
三
〇
）
六
月
二
十
二
日
以
降
、
同
年
十
一
月
二
十
四
日
ま

で
の
間
の
張
行
で
、
歌
題
の
す
べ
て
に
「
月
」
が
入
る
こ
と
か
ら
、
八
月

十
五
夜
な
い
し
は
九
月
十
三
夜
に
催
さ
れ
た
と
す
る
推
定
は*1

、
概
ね
首
肯
さ

れ
よ
う
。
大
治
五
年
は
崇
徳
天
皇
の
治
世
下
で
あ
る
。
松
野
陽
一
が
当
該
歌

合
に
つ
い
て
、

　
　

崇
徳
天
皇
内
裏
歌
壇
の
、
現
存
資
料
に
よ
る
最
初
の
催
し
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
天
皇
（
こ
の
時
十
二
歳
）
が
ど
の
程
度
関
係
し
て
い
た
か
は

不
明
で
あ
る
が
、
寄
月
祝
の
歌
な
ど
は
明
ら
か
に
天
皇
祝
賀
の
内
容
で

あ
り
、
臨
席
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う*2

。

と
述
べ
る
ご
と
く
、
同
天
皇
の
主
催
に
か
か
る
最
初
期
の
和
歌
行
事
で
あ
る

可
能
性
も
考
え
ら
れ
、
小
規
模
な
が
ら
軽
か
ら
ざ
る
意
義
を
持
つ
歌
合
と
言

え
る
。

　

為
基
の
和
歌
事
績
は
以
上
の
二
点
が
残
る
に
す
ぎ
な
い
。
撰
集
類
に
も
入

集
せ
ず
、
交
流
を
確
認
し
う
る
他
歌
人
も
頼
政
以
外
に
は
見
出
せ
な
い
為
基

に
つ
い
て
、
歌
壇
的
な
位
置
や
和
歌
史
上
の
意
義
は
測
り
よ
う
が
な
い
が
、

崇
徳
天
皇
時
代
の
殿
上
歌
合
へ
の
参
加
も
、
経
信
の
家
集
を
所
持
し
て
い
た

こ
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
重
要
な
事
実
で
は
あ
ろ
う
。
高
階
為
基
が
ど
の
よ
う

な
人
物
で
あ
っ
た
か
、
事
績
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
に
も
一
定
の
意
味

が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
為
基
の
官
人
と
し
て
の
履
歴
を
辿

り
、
政
治
社
会
的
な
位
置
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二　

官
人
と
し
て
の
活
動

　

為
基
の
名
は
、『
尊
卑
分
脈
』
や
『
続
群
書
類
従
』（
第
七
輯
上
）
に
収
め

ら
れ
る
高
階
氏
系
図
に
は
見
出
せ
ず
、ま
た
、『
地
下
家
伝
』
や
『
系
図
纂
要
』

に
も
記
載
が
な
く
、
そ
の
系
譜
は
未
詳
で
あ
る
。

　

記
録
類
に
残
る
為
基
の
公
的
事
績
と
し
て
は
も
っ
と
も
時
期
が
早
い
も
の

は
、
六
位
蔵
人
と
し
て
の
活
動
で
あ
る
。『
中
右
記
』
目
録
の
大
治
三
年

（
一
一
二
八
）
正
月
九
日
条
に
、「
補
蔵
人
〈
為
基
〉」
と
、
六
位
蔵
人
に
補
さ

れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
先
立
つ
大
治
二
年
九
月
に
、

蔵
人
と
し
て
の
事
績
が
見
出
さ
れ
る
。
鳥
羽
院
后
待
賢
門
院
璋
子
が
四
宮
雅

仁
親
王
（
後
の
後
白
河
天
皇
）
を
出
産
し
た
際
の
記
録
（
九
民
記
）
が
『
御

産
部
類
記
』
に
収
め
ら
れ
る
が*3

、
そ
の
三
夜
産
養
の
記
事
（
大
治
二
年
九
月

十
三
日
条
）
に
、「
次
有
集
攤
事
、
先
蔵
□（
人
）為
基
取
紙
一
帖
」
と
見
え
る*4

。
為

基
が
蔵
人
と
し
て
産
養
に
奉
仕
し
た
と
読
む
の
が
自
然
だ
が
、『
長
秋
記
』
元

永
二
年
（
一
一
一
九
）
五
月
三
十
日
条
の
顕
仁
親
王
（
崇
徳
天
皇
）
三
夜
産

養
に
お
け
る
攤
の
記
事
で
は
、「
六
位
進
範
隆
、
大
進
顕
頼
、
権
亮
実
能
進
紙
」

と
中
宮
（
璋
子
）
の
宮
職
三
名
が
攤
に
用
い
る
「
紙
」
に
奉
仕
し
て
お
り
、『
御

産
部
類
記
』
の
記
事
で
も
「
蔵
人
」
と
「
為
基
」
の
間
に
何
ら
か
の
脱
落
が

あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
不
審
は
残
る
が
、『
中
右
記
』
に
従
っ
て
、

大
治
三
年
正
月
九
日
に
六
位
蔵
人
に
補
さ
れ
た
と
考
え
て
お
く
。
為
基
は
生

没
年
も
未
詳
だ
が
、
二
十
歳
代
後
半
か
ら
三
十
歳
前
後
で
あ
ろ
う
か
。
長
治

元
年
（
一
一
〇
四
）
生
ま
れ
の
頼
政
と
は
、
ほ
ぼ
同
世
代
だ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

官
人
と
し
て
の
以
後
の
活
動
を
追
っ
て
み
よ
う
。
大
治
四
年
正
月
九
日
、

関
白
忠
通
の
女
聖
子
が
入
内
し
た
が
、
同
十
日
に
聖
子
方
に
忠
通
や
公
卿
が
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高階為基をめぐって

（
一
七
）

集
っ
た
折
に
、「
蔵
人
為
基
」
が
一
献
の
瓶
子
を
奉
仕
し
た
。
同
二
十
日
に
は

崇
徳
天
皇
が
三
院
に
朝
覲
行
幸
を
行
っ
た
が
、「
留
守
」
の
人
数
に
「
蔵
人
為

基
」
が
見
え
る
。
同
二
十
三
日
に
は
除
目
中
夜
に
お
い
て
瓶
子
を
奉
仕
し
た

（
以
上
中
右
記
）。
同
三
月
二
十
五
日
の
春
季
御
読
経
で
は
右
方
堂
童
子
を
勤

め
た
（
長
秋
記
）。
こ
の
年
七
月
七
日
、
白
河
院
が
崩
じ
た
。『
中
右
記
』
同

十
五
日
条
に
は
そ
の
葬
送
が
記
さ
れ
る
が
、
別
当
・
判
官
代
ら
の
院
司
に
続

け
て
「
非
蔵
人
」
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
中
に
「
亮高
歟

為
基
」
と
見
え
て
お
り
、

白
河
院
非
蔵
人
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
。
同
年
八
月
二
十
八
日
、
左
兵
衛
少

尉
に
任
ぜ
ら
れ
た
（
中
右
記
・
長
秋
記
）。
こ
の
時
、正
六
位
上
で
あ
っ
た
（
中

右
記
）。

　

翌
大
治
五
年
二
月
九
日
、
崇
徳
天
皇
女
御
聖
子
が
立
后
し
た
が
、
こ
の
折
、

輦
車
宣
旨
を
伝
え
た
の
は
「
蔵
人
右
兵
衛
尉
為
基
」
で
あ
っ
た
。
同
二
月

二
十
六
日
、
中
宮
大
夫
と
な
っ
た
（
二
十
一
日
任
）
宗
忠
は
慶
賀
を
行
っ
た

が
、
内
裏
に
お
い
て
「
蔵
人
為
基
」
を
通
し
て
事
由
を
奏
し
、
ま
た
そ
の
吉

書
に
も
為
基
が
候
し
た
。
翌
二
十
七
日
、
土
御
門
内
裏
で
行
う
仁
王
経
転
読

の
日
時
勘
文
等
に
つ
い
て
、
権
大
納
言
宗
忠
は
「
蔵
人
為
基
」
を
通
し
て
奏

聞
し
て
い
る
。
同
三
月
四
日
、
崇
徳
天
皇
が
土
御
門
内
裏
に
遷
御
し
た
が
、

中
殿
の
し
つ
ら
え
は
、「
蔵
人
兵
衛
尉
為
基
」
が
所
衆
を
率
い
て
奉
仕
し
た
と

い
う
（
以
上
中
右
記
）。
い
ず
れ
も
、
為
基
が
崇
徳
天
皇
に
近
侍
し
、
よ
く

勤
仕
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
事
績
と
言
え
よ
う
。
同
四
月
一
日
の
平
座
に
お

い
て
は
、
天
皇
の
御
出
の
な
い
旨
を
伝
え
た
が
、
そ
の
折
の
振
る
舞
い
に
つ

い
て
、
権
中
納
言
源
師
時
か
ら
「
往
復
不
踏
参
議
座
超
行
、
片
聞
故
実
似
猿

楽
、
謂
不
踏
座
者
是
納
言
座
事
歟
」
と
非
難
さ
れ
て
い
る
（
長
秋
記
）。
し

か
し
な
が
ら
、
奉
仕
が
認
め
ら
れ
た
の
か
、
同
年
六
月
二
十
二
日
に
は
右
衛

門
尉
と
な
り
（
中
右
記
・
長
秋
記
）、
さ
ら
に
十
月
五
日
に
は
検
非
違
使
宣

旨
を
受
け
た
（
中
右
記
）。
同
十
一
月
八
日
、
鳥
羽
院
の
仰
せ
に
よ
り
参
内

し
た
宗
忠
は
、「
蔵
人
左
衞
門
尉
為
基
」
に
付
し
て
事
由
を
奏
し
た
が
、
こ
の

時
、
為
基
は
蔵
人
一
臈
で
あ
っ
た
（
中
右
記
）。

　

翌
大
治
六
年
（
天
承
元
年
、
一
一
三
一
）
正
月
三
日
、
中
宮
聖
子
方
の
臨

時
客
が
催
さ
れ
、
為
基
は
二
献
の
瓶
子
を
奉
仕
し
た
（
中
右
記
）。
こ
れ
が

蔵
人
と
し
て
の
最
後
の
事
績
で
、
石
川
久
編
『
蔵
人
補
任
』（
続
群
書
類
従

完
成
会
、
一
九
八
九
年
）
は
こ
の
記
事
に
よ
り
、
翌
々
五
日
に
叙
爵
し
蔵
人

を
去
っ
た
か
と
推
定
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
甲
斐
権
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
ら
し

く
、『
知
信
記
』
の
長
承
元
年
（
一
一
三
二
）
二
月
十
一
日
条
、
お
よ
び
同

二
十
八
日
条
に
は
「
甲
斐
権
守
」
と
し
て
見
え
て
い
る
。

三　

摂
関
家
へ
の
奉
仕

　

蔵
人
を
下
り
る
の
と
相
前
後
し
て
、
大
治
末
年
頃
か
ら
は
摂
関
家
に
関
連

す
る
事
績
が
増
え
始
め
る
。
大
治
五
年
（
一
一
三
〇
）
二
月
二
十
一
日
の
聖

子
立
后
に
際
し
て
は
、
東
三
条
殿
に
お
い
て
「
蔵
人
兵
衛
尉
高
階
為
基
」
が

調
度
を
設
営
し
た
。
ま
た
、
四
月
十
九
日
に
行
わ
れ
た
大
殿
忠
実
の
男
頼
長

の
元
服
定
で
は
瓶
子
を
奉
仕
（
以
上
中
右
記
）、
長
承
二
年
（
一
一
三
三
）

六
月
に
頼
長
が
実
能
女
幸
子
と
婚
し
た
際
に
は
前
駈
を
勤
め
た
（
長
秋
記
・

十
九
日
条
）。
頼
長
は
長
承
四
年
二
月
に
左
大
将
と
な
っ
た
が
、
そ
の
大
饗

で
は
「
散
位
為
基
」
が
大
将
机
の
設
営
に
従
っ
て
い
て
（
中
右
記
・
知
信
記
、

八
日
条
）、
官
人
と
し
て
の
事
績
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
摂
関
家
に
親

し
く
仕
え
て
い
た
様
子
を
う
か
が
わ
せ
る
。
保
延
二
年
（
一
一
三
六
）
十
二

月
に
頼
長
は
内
大
臣
と
な
っ
た
が
、
そ
の
大
饗
や
慶
賀
に
お
い
て
も
前
駈
を

勤
め
た
（
台
記
）。

　

保
延
年
間
以
降
は
聖
子
に
対
す
る
奉
仕
が
顕
著
に
な
る
。
保
延
二
年
十
一
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月
三
日
、
五
節
童
女
参
入
に
際
し
、
童
装
束
が
中
宮
聖
子
か
ら
頼
長
に
下
さ

れ
た
が
、
そ
の
使
い
を
勤
め
た
の
が
為
基
で
あ
る
。
同
月
二
十
四
日
の
大
原

野
祭
に
は
「
中
宮
大
進
為
基
」
が
参
候
し
、一
献
の
勧
盃
を
勤
め
て
い
る
（
以

上
台
記
）。

　

聖
子
へ
の
奉
仕
は
こ
の
後
も
長
く
続
き
、
聖
子
が
転
上
す
る
に
伴
っ
て
、

為
基
の
肩
書
き
も
皇
后
宮
大
進
か
ら
皇
太
后
宮
大
進
へ
と
変
化
し
た
。
聖
子

に
よ
る
恩
顧
も
顕
著
で
、
康
治
二
年
（
一
一
四
三
）
正
月
三
日
、
近
衛
天
皇

が
鳥
羽
院
の
小
六
条
院
に
朝
覲
行
幸
し
た
の
に
際
し
行
わ
れ
た
勧
賞
で
、

「
皇
（
皇
太
后
宮
ノ
誤
）

后
宮
大
進
」
為
基
は
従
四
位
下
に
叙
さ
れ
た
（
本
朝
世
紀
）。
ま
た
、
久

安
二
年
（
一
一
四
六
）
正
月
に
は
、「
皇
太
后
宮
当
年
御
給
」
に
よ
り
、
従
四

位
上
に
至
っ
た
（
本
朝
世
紀
・
五
日
条
、
台
記
・
七
日
条
）。
久
安
四
年
二

月
七
日
の
春
日
祭
で
は
皇
太
后
宮
使
を
勤
め
た
（
本
朝
世
紀
）。
聖
子
は
久

安
六
年
二
月
二
十
七
日
に
女
院
号
を
受
け
皇
嘉
門
院
と
な
っ
た
が
、『
兵
範

記
』
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
六
月
二
十
九
日
条
に
は
皇
嘉
門
院
の
六
月
祓

え
に
別
当
と
し
て
陪
膳
を
勤
め
た
記
事
が
見
え
て
お
り
、
女
院
院
司
と
し
て

側
近
く
に
仕
え
、
重
き
を
な
し
て
い
た
と
知
ら
れ
る
。
同
年
九
月
十
四
日
、

聖
子
の
母
宗
子
（
忠
通
室
）
が
没
し
た
。
同
月
二
十
九
日
に
女
院
殿
上
に
お

い
て
院
司
に
よ
る
法
事
定
が
あ
り
、
為
基
は
金
泥
法
華
経
一
部
ほ
か
の
経
の

行
事
を
宛
て
ら
れ
た
。
ま
た
、
翌
十
月
十
六
日
に
法
性
寺
で
行
わ
れ
た
仏
事

に
お
い
て
「
能
米
五
十
石
、
布
百
端
」
を
奉
仕
し
て
い
る
（
以
上
兵
範
記
）。

　

聖
子
に
対
す
る
忠
勤
と
も
関
わ
る
の
だ
ろ
う
が
、康
治
二
年
（
一
一
四
三
）

以
降
は
忠
通
に
接
近
し
て
い
く
。
康
治
二
年
八
月
二
十
二
日
、
第
三
度
の
表

を
提
出
し
た
摂
政
忠
通
の
近
衛
第
に
お
い
て
、
為
基
は
使
に
賜
る
禄
を
運
び

頼
長
に
渡
し
て
お
り
（
台
記
）、
す
で
に
こ
の
時
点
で
忠
通
家
に
奉
仕
し
て

い
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
久
安
三
年
（
一
一
四
七
）
三
月
二
十
七
日
、
高
陽

院
泰
子
と
摂
政
忠
通
は
父
忠
実
の
七
十
賀
を
催
行
し
た
が
、
為
基
は
こ
れ
に

参
じ
て
、
院
の
諷
誦
使
源
師
行
の
来
訪
を
伝
え
、
ま
た
賜
禄
に
候
し
た
（
台

記
）。
翌
久
安
四
年
二
月
十
一
日
、
忠
通
は
法
性
寺
辺
の
新
造
第
に
移
徙
し

た
が
、
為
基
は
賓
客
と
の
盃
事
に
候
し
、
同
六
月
二
十
三
日
に
は
侍
従
兼
長

の
慶
賀
を
忠
通
と
そ
の
室
家
に
伝
え
て
い
る
（
以
上
台
記
）。
忠
通
家
の
家

司
と
し
て
記
録
に
現
わ
れ
る
の
は
、『
兵
範
記
』
久
安
五
年
十
月
二
十
五
日
条

の
忠
通
大
饗
の
折
の
吉
書
の
記
事
に
、「
家
司
皇
太
后
宮
大
進
為
基
」
と
見
え

る
の
が
最
初
だ
が
、
こ
れ
以
前
よ
り
忠
通
家
に
仕
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
同
年
十
月
二
十
六
日
に
は
忠
通
室
宗
子
の
侍
所
始
が
あ
り
、
為

基
は
宗
子
の
家
司
に
も
加
え
ら
れ
た
（
兵
範
記
）。
仁
平
二
年
（
一
一
五
二
）

三
月
十
六
日
に
忠
通
の
嫡
男
基
実
が
三
位
少
将
の
慶
賀
を
行
っ
た
が
、
忠
通

の
勘
解
由
小
路
殿
で
は
「
別
当
為
基
朝
臣
」
が
北
政
所
宗
子
に
伝
え
、
翌
四

月
十
六
日
の
基
実
の
御
随
身
所
始
に
当
た
っ
て
は
、
忠
通
の
直
廬
に
召
さ
れ

て
こ
れ
を
行
う
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
仁
平
三
年
五
月
六
日
に
は
忠
通

の
除
服
（
頼
長
女
が
四
月
二
十
七
日
に
没
）
に
陪
膳
を
勤
め
て
い
る
（
以
上

兵
範
記
）。

　

久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
八
月
、
踐
祚
し
た
ば
か
り
の
後
白
河
天
皇
が
先

帝
近
衛
天
皇
の
喪
に
服
す
る
た
め
に
着
る
べ
き
錫
紵
が
調
進
さ
れ
て
い
な
い

と
い
う
事
態
を
受
け
、
為
基
は
忠
通
に
命
じ
ら
れ
て
、
本
来
蔵
司
（
後
宮

十
二
司
の
一
つ
）
が
納
め
る
べ
き
御
服
を
調
進
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
兵
範

記
・
十
一
日
条
、
十
三
日
条
）。
先
に
ふ
れ
た
宗
子
の
仏
事
に
お
い
て
、
為

基
が
多
数
の
豪
華
な
経
ほ
か
の
物
品
を
準
備
し
て
い
る
こ
と
と
併
せ
て
、
摂

関
家
の
家
政
機
関
を
支
え
る
諸
大
夫
層
と
し
て
の
為
基
の
財
力
の
大
き
さ
を

物
語
っ
て
い
よ
う
。
ま
た
、
忠
通
の
為
基
に
対
す
る
信
頼
の
深
さ
を
う
か
が

わ
せ
る
。
久
寿
二
年
八
月
十
四
日
に
為
基
の
男
俊
成
が
忠
通
の
勾
当
と
な
っ
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（
一
九
）

た
。『
兵
範
記
』
同
日
条
は
、
殿
下
の
勾
当
は
三
人
お
り
、
四
人
が
任
ぜ
ら

れ
る
の
は
未
曾
有
の
例
だ
と
し
て
、
あ
る
い
は
新
帝
の
蔵
人
に
補
さ
れ
る
た

め
の
処
置
で
あ
っ
た
か
と
推
測
し
て
い
る
（
十
四
日
条
）。
俊
成
は
同
月

二
十
三
日
に
後
白
河
天
皇
の
蔵
人
に
補
さ
れ
て
お
り
、
俊
成
を
勾
当
と
し
た

の
は
、
為
基
へ
の
信
頼
に
裏
付
け
ら
れ
た
忠
通
の
恩
顧
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　

忠
通
家
へ
の
奉
仕
は
こ
の
後
も
続
き
、
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
正
月
の

忠
通
の
御
手
水
や
（
兵
範
記
・
一
日
条
、
三
日
条
）、
同
年
六
月
二
十
九
日

の
六
月
祓
に
陪
膳
を
勤
め
た
。
さ
ら
に
、
同
年
八
月
二
十
九
日
に
は
、
元
服

し
た
忠
通
男
基
房
の
政
所
別
当
と
な
り
（
以
上
、
兵
範
記
）、
忠
通
家
と
の

繋
が
り
は
さ
ら
に
密
接
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
現
在
見
出
せ
る
為
基

の
事
績
と
し
て
こ
れ
が
最
終
の
も
の
で
あ
る
。
六
位
蔵
人
に
補
さ
れ
て
以
降
、

為
基
の
社
会
的
な
活
動
は
約
三
十
年
間
に
わ
た
っ
て
お
り
、
時
を
同
じ
く
し

て
男
俊
成
が
蔵
人
と
し
て
歩
み
出
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
為

基
は
こ
の
後
間
も
な
く
引
退
な
い
し
没
し
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

四　

頼
政
と
の
交
流

　

以
上
の
ご
と
く
、
為
基
は
前
半
生
は
六
位
蔵
人
等
の
官
人
と
し
て
、
後
半

生
は
摂
関
家
、
特
に
忠
通
・
聖
子
父
娘
の
家
司
と
し
て
活
動
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
頼
政
は
為
基
と
ど
こ
で
面
識
を
得
た
の
だ
ろ
う
か
。
頼
政
が

為
基
を
呼
ぶ
「
甲
斐
大
進
」
の
呼
称
が
、
甲
斐
権
守
で
皇
后
聖
子
の
大
進
を

兼
ね
て
い
た
ゆ
え
の
命
名
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
甲
斐
」
は
「
甲

斐
権
守
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
」
意
で
、
職
を
離
れ
た
後
も
長
く
用
い

ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、「
大
進
」
の
方
は
聖
子
が
女
院
号
を
受
け
た
の
に

伴
い
為
基
が
別
当
と
な
っ
て
以
降
は
呼
ば
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
頼
政
と
為
基
は
、
聖
子
が
皇
嘉
門
院
と
な
っ
た
久

安
六
年
二
月
ま
で
に
は
親
交
を
結
ん
で
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

頼
政
は
姉
妹
が
忠
通
家
に
女
房
と
し
て
仕
え
て
い
た
も
の
の
、
頼
政
自
身

に
は
摂
関
家
と
の
深
い
に
結
び
つ
き
を
示
す
事
績
は
な
く*5

、
為
基
と
頼
政
の

生
涯
と
が
交
差
す
る
地
点
は
、
為
基
が
摂
関
家
へ
の
忠
勤
を
示
し
始
め
る
以

前
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
両
者
の
経
歴
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、

例
え
ば
、
崇
徳
天
皇
の
六
位
蔵
人
を
勤
め
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
期
は
、

為
基
が
大
治
三
年
（
一
一
二
八
）
～
同
六
年
初
頭
で
あ
る
の
に
対
し
、
頼
政

は
保
延
二
年
（
一
一
三
六
）
四
月
～
八
月
で
あ
っ
て
（
公
卿
補
任
）、
二
人

が
同
僚
と
し
て
活
動
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
頼
政
の
任
期
は
非
常
に

短
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
為
基
は
蔵
人
を
下
り
た
後
も
崇
徳
天
皇
中
宮
聖
子

の
周
辺
で
活
動
を
続
け
て
い
る
。
崇
徳
天
皇
と
中
宮
聖
子
は
近
衛
天
皇
踐
祚

後
も
同
殿
し
て
い
た
と
さ
れ
る
の
で*6

、
蔵
人
と
な
っ
た
頼
政
が
為
基
と
面
識

を
得
る
機
会
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

頼
政
と
為
基
が
接
触
し
た
可
能
性
の
あ
る
場
と
し
て
は
、
白
河
院
の
周
辺

も
想
定
で
き
る
。
為
基
は
白
河
院
が
没
し
た
折
に
「
非
蔵
人
」
で
あ
り
、
頼

政
も
い
つ
頃
の
任
で
あ
っ
た
か
は
不
明
な
が
ら
、
白
河
院
判
官
代
を
勤
め
た

こ
と
が
『
公
卿
補
任
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
白
河
院
―
崇
徳
院
と
連
な
る

皇
統
と
結
び
つ
く
場
所
で
、
同
世
代
の
頼
政
と
為
基
は
面
識
を
得
た
と
考
え

ら
れ
る
。
本
稿
冒
頭
に
掲
げ
た
贈
答
は
、
現
在
残
る
為
基
の
最
終
事
績
で
あ

る
保
元
元
年
八
月
か
ら
そ
れ
ほ
ど
時
日
を
隔
て
な
い
時
期
に
交
わ
さ
れ
た
と

推
測
さ
れ
る
。
二
人
が
職
務
を
通
し
て
親
し
く
交
流
し
た
時
期
か
ら
は
三
十

年
近
く
の
年
月
が
経
過
し
て
い
る
。
両
者
が
贈
答
の
中
で
交
わ
し
合
う
「
む

か
し
の
跡
」
と
は
、
直
接
的
に
は
経
信
の
家
集
を
指
す
の
で
は
あ
ろ
う
が
、

長
い
交
流
の
空
白
を
越
え
て
呼
び
起
こ
さ
れ
た
壮
年
期
の
記
憶
を
懐
か
し
み
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合
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、『
頼
政
集
』
679
番
為
基
歌
に
見
え
る
「
は
か
な
さ
」
は
比
較
的

新
し
い
表
現
で
、『
新
編
国
歌
大
観
』
の
検
索
に
よ
れ
ば
、
そ
の
初
例
は
和
泉

式
部
の
、

　
　
　
　

世
の
い
と
さ
わ
が
し
き
こ
ろ

　
　

は
か
な
さ
に
つ
け
て
ぞ
な
げ
く
夢
の
よ
を
み
は
て
ず
な
り
し
人
に
よ
そ

へ
て 

（
和
泉
式
部
集
638
）

だ
が
、
勅
撰
集
で
は
『
後
拾
遺
集
』
に
見
え
る
も
の
の
、
八
代
集
に
は
計
七

例
し
か
見
出
せ
な
い
。『
続
詞
花
集
』
に
五
例
見
え
て
お
り
、
社
会
状
況
が

大
き
く
変
動
し
た
平
安
末
期
の
人
々
が
、
心
情
を
託
し
や
す
い
語
と
し
て
盛

ん
に
用
い
ら
れ
た
面
も
あ
ろ
う
が
、

　
　
　
　

子
な
く
な
り
て
侍
り
け
る
こ
ろ
、
お
な
じ
お
も
ひ
な
り
け
る
人
に

つ
か
は
し
け
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

橘
則
光
朝
臣

　
　

か
た
ら
ば
や
こ
の
よ
の
夢
の
は
か
な
さ
を
君
ば
か
り
こ
そ
お
も
ひ
あ
は

せ
め 

（
続
詞
花
集
・
哀
傷
417
）

の
歌
な
ど
で
は
、「
は
か
な
さ
」
の
語
は
明
確
に
「
死
」
を
示
し
て
い
る
。
為

基
歌
に
お
い
て
も
、
詠
作
者
に
身
近
に
迫
っ
た
「
死
」
を
意
味
す
る
語
と
し

て
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
の
一
首
の
意
は
、「
あ
な
た
（
頼
政
）
が
古
人
の
書
蹟
（
経

信
集
）
を
求
め
て
、
遠
い
昔
に
親
し
ん
だ
私
を
訪
ね
て
く
れ
な
か
っ
た
な
ら

ば
、
や
が
て
は
か
な
く
死
ん
で
し
ま
う
私
の
こ
と
な
ど
、
い
っ
た
い
誰
が
あ

な
た
に
語
る
で
し
ょ
う
か
」
と
理
解
し
う
る
。

　

反
実
仮
想
の
話
法
で
語
ら
れ
る
「
は
か
な
さ
」
に
は
、
確
定
的
な
事
実
と

し
て
自
分
の
死
後
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。『
経
信
集
』の
借
覧
が
目
的
で
あ
っ

た
に
せ
よ
、
自
分
が
生
き
て
い
る
間
に
訪
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
も

う
私
に
つ
い
て
あ
な
た
に
語
る
人
は
い
な
い
の
だ
と
述
べ
る
為
基
歌
は
、
頼

政
と
の
間
に
共
有
さ
れ
て
い
る
過
去
の
記
憶
、す
な
わ
ち
「
む
か
し
の
跡
」
が
、

自
ら
の
死
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
哀
し
み
を
訴
え
か
け
て
い
る
。
頼
政
も
ま
た
、

そ
の
消
息
を
深
く
理
解
し
た
が
ゆ
え
に
、
当
該
贈
答
歌
を
家
集
に
収
載
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

　

為
基
と
頼
政
が
経
信
集
の
借
覧
に
か
こ
つ
け
て
ひ
っ
そ
り
と
愛
惜
し
合
う

「
む
か
し
の
跡
」
と
は
、
先
に
見
た
通
り
、
崇
徳
天
皇
の
側
近
く
で
と
も
に

活
動
し
た
遠
い
日
々
の
記
憶
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、

頼
政
が
後
に
六
条
天
皇
時
代
（
仁
安
二
年
、
一
一
六
六
年
）
に
昇
殿
を
果
た

し
た
際
に
清
輔
と
交
わ
し
た
贈
答
歌
を
家
集
に
収
め
る
に
あ
た
っ
て
、
崇
徳

天
皇
時
代
に
六
位
蔵
人
を
経
験
し
た
記
憶
と
併
せ
て
、「
二
代
の
み
か
ど
に
昇

殿
し
て
侍
し
時
」（
頼
政
集
581
詞
書
）
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
昇

殿
を
祝
う
清
輔
の
贈
歌
が
、「
立
ち
帰
り
雲
居
」
と
始
ま
る
意
図
を
説
明
す
る

必
要
に
よ
る
詞
書
と
も
解
せ
る
が
、「
還
昇
」
や
「
還
り
殿
上
」
の
語
を
用
い

ず
、
わ
ざ
わ
ざ
三
十
年
前
の
補
蔵
人
の
事
績
を
持
ち
出
し
て
い
る
の
は
、
崇

徳
天
皇
へ
の
近
侍
が
頼
政
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
出
来
事
で
あ
っ
た

か
ら
に
違
い
な
い
。

　
『
頼
政
集
』
に
は
崇
徳
院
主
催
の
歌
会
に
出
詠
し
た
折
の
作
が
収
載
さ
れ

る
が
（
157
、「
更
恋
郭
公
」
題
）、こ
れ
に
関
連
し
て
さ
ら
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、

鳥
羽
院
の
没
後
の
詠
、

　
　
　
　

鳥
羽
院
か
く
れ
さ
せ
給
て
後
、
歌
林
苑
に
て
人
〳
〵
懐
旧
と
い
ふ

心
を
よ
み
侍
け
る
に
よ
め
る

　
　

む
か
し
我
な
が
め
し
月
の
入
し
よ
り
世
に
ふ
る
道
は
ふ
み
た
が
へ
て
や

 

（
頼
政
集
620
）

に
、
鳥
羽
院
生
前
の
世
に
あ
っ
て
は
正
し
い
あ
り
方
を
違
え
る
こ
と
な
く
生
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き
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
と
す
る
意
識
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
鳥
羽

院
も
崇
徳
院
も
白
河
院
に
よ
っ
て
皇
位
継
承
者
た
る
こ
と
を
指
名
さ
れ
た
。

謂
わ
ば
、
正
統
な
皇
統
を
受
け
継
ぐ
王
で
あ
っ
た
。
鳥
羽
院
の
死
後
、
皇
統

の
乱
れ
に
よ
り
保
元
の
乱
が
起
き
、
以
後
も
対
立
す
る
皇
統
の
間
で
争
い
が

続
く
時
代
を
生
き
た
頼
政
に
と
っ
て
、
崇
徳
院
こ
そ
は
正
統
な
皇
統
を
体
現

す
る
最
後
の
天
皇
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
崇
徳
天
皇
と
そ
の
后
聖

子
に
仕
え
た
為
基
と
の
間
に
交
わ
し
た
「
む
か
し
の
跡
」
を
愛
惜
す
る
心
情

と
、
そ
れ
を
家
集
に
収
め
た
営
為
に
は
、
皇
統
に
対
す
る
頼
政
の
意
識
が
反

映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注*1　
『
桂
宮
本
叢
書
』
第
十
四
巻
、
萩
谷
朴
『
平
安
朝
歌
合
大
成　

増
補
新
訂
』
歌
合
番

号
三
二
三
（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
六
年
）。

*2　

松
野
陽
一
『
藤
原
俊
成
の
研
究
』
第
２
篇
第
１
章
563
頁
（
笠
間
書
院
、一
九
七
三
年
）。

*3　

宮
内
庁
書
陵
部
編
『
図
書
寮
叢
刊　

御
産
部
類
記　

下
』（
明
治
書
院
、
一
九
八
二

年
）
に
拠
る
。

*4　
「
攤だ

」
は
骰
子
を
使
っ
て
賭
を
行
う
遊
戯
と
い
う
。
産
養
に
行
わ
れ
た
ら
し
く
、『
紫

式
部
日
記
』の
寛
弘
五
年
九
月
十
五
日
の
条（
後
一
条
天
皇
五
夜
産
養
の
記
事
）に「
殿

を
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
攤
う
ち
た
ま
ふ
。
紙
の
あ
ら
そ
ひ
い
と
ま
さ
な
し
」
と

見
え
る
。「
紙
」
と
は
賭
け
物
と
す
る
「
碁
手
の
紙
」
の
こ
と
で
、『
九
民
記
』
の
記

事
に
為
基
が
奉
仕
し
た
と
す
る
「
紙
一
帖
」
も
こ
れ
を
指
し
て
い
よ
う
。

*5　

頼
政
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、井
上
宗
雄
『
平
安
後
期
歌
人
伝
の
研
究　

増
補
版
』（
笠

間
書
院
、
一
九
八
八
年
）、
頼
政
集
輪
読
会
『
頼
政
集
新
注　

下
』「
解
説
」（
中
村
文

執
筆
、
青
簡
舎
、
二
〇
一
六
年
）。

*6　

佐
伯
智
広
『
中
世
前
期
の
政
治
構
造
と
王
家
』
第
二
部
第
一
章
（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
五
年
）。
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